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指標名 指標の内容 指標の構成要素 

1.0 コミットメントとガバナンス 

1.1 コミットメント 

当該企業が人身取引や強制労働の

問題に取り組むというコミットメントを

公式に表明していること。 

当該企業が、 

 

(1) 人身取引や強制労働の問題に

取り組むというコミットメントを公式に

表明していること。 

1.2 
サプライチェー

ンに関する基準 

当該企業が、サプライチェーンに関

する基準を設け、サプライチェーン

全体にわたって、強制労働の排除

を含め、労働者の基本的権利と自

由(「労働における基本的原則及び

権利に関する ILO 宣言」に明記さ

れているもの)を守ることをサプライヤ

ーに求めていること。その基準は上

級管理職の承認を経たもので、企

業ウェブサイトから容易にアクセスす

ることができること。また、定期的に

更新され、同社サプライヤーに通知

されていること。 

当該企業のサプライチェーンに関す

る基準が、 

 

(1) サプライチェーン全体にわたっ

て、強制労働の排除を含め、労働

者の基本的権利と自由(「労働にお

ける基本的原則及び権利に関する

ILO 宣言」に明記されているもの)を

守ることをサプライヤーに求めてい

ること。 

 

(2)上級管理職の承認を経たもので

あること。 

 

(3) 企業のウェブサイトから容易にア

クセスすることができること。  

 

(4) 社内での見直しや外部関係者

の意見を参考にして、定期的に更

新されること。また、 

 

(5)サプライヤーに通知されているこ

と。 

1.3 

経営陣 

と 

アカウンタビリテ

ィ 

当該企業が、サプライチェーンにお

ける、人身取引や強制労働に関す

る方針と基準の遂行について、社内

および役員レベルで責任の所在が

明らかであり説明責任を負っている

こと。 

 

当該企業が、 

 

(1)人身取引や強制労働に対応する

ため、サプライチェーンに関する方

針と基準を遂行する委員会、チー

ム、プログラム、または役員を置いて

いること。また、 

 

(2) 人身取引や強制労働に対応す

るための、サプライチェーンに関す

る方針と基準の監視を、役員または

役員レベルの委員会が行うこと。 



1.4 研修 

当該企業にて、社内およびサプライ

チェーンの意思決定者が人身取引

や強制労働に関するリスクを認識

し、自社の方針と基準を効果的に遂

行することを保証するために、研修

プログラムを設けていること。 

当該企業が以下のようなプログラム

を実施していること。 

 

(1) 人身取引や強制労働に関するリ

スク、方針、および基準に関する、

社内の全ての意思決定者を対象と

する研修。ならびに 

 

(2) サプライチェーン上の主たる問

題を取り上げた、人身取引や強制

労働に関するリスク、方針、および

基準に関する、サプライヤーへの研

修と能力開発。 

1.5 

関係者との連携

／ステークホル

ダー・エンゲー

ジメント 

当該企業が、人身取引や強制労働

について、関係者との連携（ステー

クホルダー・エンゲージメント）を行

っていること。これには、政治家や労

働者の権利団体、サプライヤーの拠

点を置く国における現地 NGO 等と

の連携・エンゲージメントを含むほ

か、一つ以上のマルチステークホル

ダーや業界イニシアティブへ積極的

に参加することも含む。 

当該企業が、過去 3 年間に、以下

の形で関係者と連携してきたこと。 

 

(1) サプライチェーン上の主たる問

題について、人身取引や強制労働

に関連して、政治家、労働者の権利

団体、現地 NGO、サプライヤーが

拠点を置く国のその他関係者と連

携・エンゲージメントした事例を 2 件

以上公開すること。 

 

(2) 業界内で人身取引や強制労働

の問題に取り組む、マルチステーク

ホルダーもしくは業界のイニシアティ

ブに 1 つ以上積極的に参加してい

ること。 

2.0 トレーサビリティとリスクアセスメント 

 

2.1 トレーサビリティ 

当該企業が、自社のサプライチェー

ン全体にわたって、サプライヤーや

その労働者を把握していることを示

すこと。一次サプライヤーの名称や

住所、一次以降のサプライヤーの所

属国、強制労働や人身取引のリスク

が高い原材料調達先の国名、サプ

ライヤーの従業員に関する情報等

を公開すること。 

当該企業が、以下の情報を公開し

ていること。 

 

(1)一次サプライヤーの名称や住

所、 

 

(2) 一次以降のサプライヤーの所属

国(原材料の調達先は含まない)、 

 

(3) 強制労働や人身取引のリスクが



高い原材料調達先の国名、および 

 

(4) サプライヤーの従業員に関する

情報。 

2.2 
リスクアセスメン

ト 

当該企業が、強制労働のリスクを評

価するプロセスを設けており、サプラ

イチェーンの各段階で特定された強

制労働のリスクを公開していること。 

当該企業が以下の情報を公開して

いること。 

 

(1) 強制労働リスクや強制労働リスク

に特別に焦点を合わせたリスク評価

を含んだサプライチェーン上の人権

リスクおよび影響評価の実施方法の

詳細、および 

 

(2) サプライチェーンの各段階で特

定された強制労働のリスクに関する

詳細。 

3.0 調達行動 

3.1 調達行動 

当該企業が責任ある原材料調達に

向けて取り組んでいること。サプライ

チェーンの一次段階において責任

ある調達行動を採用し、一次サプラ

イヤーには、調達上のインセンティ

ブを提供して、優良な労働慣行を奨

励し、これを報奨していること。 

調達行動と価格設定は、サプライチ

ェーンにおける労働水準に改善をも

たらす可能性もあれば、強制労働や

人身取引のリスクを高める可能性も

ある。当該企業が、 

(1) 責任ある原材料調達に向けて取

り組んでいること。   

(2) サプライチェーンの一次段階に

おいて責任ある調達行動を採用し

ていること。また、  

(3)一次サプライヤーには、(価格プ

レミアム、発注増、契約期間延長等)

調達上のインセンティブを提供し

て、優良な労働慣行を奨励し、これ

を報奨していること。 

3.2 
サプライヤーの

選定 

当該企業が、サプライヤーと契約を

結ぶ前に、強制労働にかかわるリス

ク評価を行なうこと。 

当該企業が、 

 

(1) サプライヤーと契約を結ぶ前に、

強制労働にかかわるリスク評価を行

なうこと。 

3.3 
サプライヤー契

約への統合 

当該企業が、強制労働や人身取引

に対応するための、サプライチェー

ン基準をサプライヤー契約に組み

込んでいること。 

当該企業が、 

 

(1) 強制労働や人身取引に対応す

るための、サプライチェーン基準を

サプライヤー契約に組み込んでいる



こと。 

3.4 

サプライチェー

ン全体に基準を

行き渡らせる 

当該企業が、一次サプライヤーがそ

の調達先にも、自社の基準に沿っ

た基準を遂行させる施策を講じるよ

う求めることによって、サプライチェ

ーン方針を一次以降のサプライヤ

ーにも拡張すること。 

当該企業が、 

 

(1) 一次サプライヤーがその調達先

に、強制労働や人身取引に対応す

るための自社の基準に沿った基準

を遂行させる施策を講じるよう求め

ていること。 

4.0 採用活動 

4.1 
採用活動での

取り組み 

当該企業が、自社のサプライチェー

ンにおいて直接雇用を義務とする

方針を持つこと。また、サプライチェ

ーン上の職業紹介所や人材派遣会

社には、労働者の基本的権利と自

由を守ることを求めること。また、サ

プライヤーが利用する人材派遣会

社に関する情報を開示しているこ

と。 

当該企業が、 

 

(1) 自社のサプライチェーンにおい

て直接雇用を義務とする方針を持っ

ていること。 

 

(2) サプライチェーン上の職業紹介

所や人材派遣会社には、(「労働に

おける基本的原則及び権利に関す

る ILO 宣言」に明記されている)労

働者の基本的権利と自由を守ること

を求めていること。また、  

 

(3) サプライヤーが利用する人材派

遣会社に関する情報を開示してい

ること。 

4.2 斡旋料 

当該企業の関連方針や基準で、サ

プライチェーン上での求人活動にお

いて労働者に斡旋料が請求される

こと禁止していること。斡旋手数料は

労働者ではなく、雇用主が負担する

こと(事業主負担の原則)。自社のサ

プライチェーン上で労働者が斡旋

料を支払う事例が発覚した場合は、

その料金が労働者に払い戻される

よう施策を講じること。 

当該企業が、 

 

(1) 自社のサプライチェーン上で労

働者が職を得るために斡旋料が請

求されることを禁止していること。斡

旋料は労働者ではなく、雇用主が

負担すること(事業主負担の原則)。

また、 

 

(2) 自社のサプライチェーン内で労

働者が斡旋料を支払う事例が発覚

した場合は、その料金が労働者に

払い戻されるよう施策を講じること。 

4.3 

モニタリングと 

倫理的 

採用活動 

当該企業が、自社のサプライチェー

ン上で利用される斡旋所や人材派

遣会社へのモニタリングを行ない、

強制労働や人身取引のリスクを評

価し、これに確実に対応するよう施

策を講じること。また、自社がサプラ

イチェーン上での倫理的な採用活

当該企業が、 

 

(1) 自社のサプライチェーン上で利

用される斡旋所や人材派遣会社へ

のモニタリングを行ない、強制労働

や人身取引のリスクを評価し、これ

に確実に対応するよう施策を講じる



動をサポートするための施策の詳細

に公開すること。 

こと。また、 

 

(2) 自社がサプライチェーン上での

倫理的な採用活動をサポートため

の施策を詳細に公開していること。 

4.4 
移住労働者の

権利 

当該企業がサプライチェーン上での

移民労働者の搾取を防止するた

め、移住労働者が採用・雇用条件

や自らの権利を理解できることを保

障するべく施策を講じること。さら

に、サプライヤーが労働者の移住・

転職を妨げないことを保障するととも

に、移住労働者が苦情を申し立て

た場合に差別や報復を受けないこと

を保障していること。当該企業が、ど

のようにサプライヤーと連携すること

で、移住労働者の権利を尊重して

いるか証明すること。 

当該企業が、 

 

(1) 移住労働者が採用・雇用条件や

自らの権利を理解できることを保障

するべく施策を講ること。  

 

(2) サプライヤーが、労働者の意に

反して、パスポート等の身分証明書

を保管するなどして労働者の移住・

転職を妨げることのないよう保障す

るための施策を講じること。 

 

(3) 移住労働者が苦情を申し立てた

場合に差別や報復を受けないことを

保障する施策を講じること。また、 

 

(4) 自社がどのようにサプライヤーと

連携することで、移住労働者の権利

を尊重しているかを証明すること。 

5.0 労働者の声 

5.1 方針の周知 

当該企業が、サプライチェーン上の

労働者へ、人身取引や強制労働に

関する自社の方針と基準を労働者

の母語で提供することを保障し、人

身取引や強制労働に関する方針と

基準がサプライチェーン上の労働者

に周知徹底すること。 

 

当該企業が、以下の施策を講じるこ

と。 

 

(1) サプライヤーの労働者へ人身取

引や強制労働に関する自社の方針

と基準を母語で提供することを保障

し、また、 

 

(2) 人身取引や強制労働に関する

方針と基準をサプライチェーン上の

労働者に周知徹底すること。 

5.2 労働者の声 

当該企業が、関係者と連携して、自

社のサプライチェーンで働く労働者

に働きかけ、労働者の権利に関する

教育活動を行なうこと。拡張性と有

効性の確保のため、サプライチェー

ン上の労働者同士で、労働者の権

利に関する教育活動が行なわれる

よう施策を講じ、サプライチェーン上

の労働者への働きかけがプラスの

影響を及ぼしていることを証明する

当該企業が、 

 

(1) 関係者と連携して、自社のサプ

ライチェーンで働く労働者に働きか

け、労働者の権利に関する教育活

動を行なうこと。 

 

(2) 自社のサプライチェーン上の労

働者同士で、労働者の権利に関す

る教育活動が行なわれるよう施策を



こと。 講じること。 

 

(3) サプライチェーン上の労働者へ

の働きかけがプラスの影響を及ぼし

ていることを証明すること。また、 

 

(4)労働者への働きかけ活動の事例

を 2 件以上の異なるサプライチェー

ン上の文脈で公開していること。 

5.3 結社の自由 

労働者の集団的エンパワメントを支

援するべく、当該企業がサプライヤ

ーにおける結社の自由や団体交渉

権に関する労働慣行を改善するた

めの連携をすること。また、現地や

国際的に活動する労働組合と連携

し、サプライチェーン上での結社の

自由を支援すること。結社の自由を

制約する規制がある場合は、労働

者が別形態の連帯を追求できる職

場環境を確保するための施策を当

該企業が講じること。 

当該企業が、 

 

(1)結社の自由や団体交渉権に関

する労働慣行を改善するためにサ

プライヤーと連携する方法について

説明していること。 

 

(2) 現地や国際的に活動する労働

組合と連携して、サプライチェーン

上の結社の自由を支援しているこ

と。 

 

(3) 結社の自由を制約する規制があ

る場合は、労働者が(労働者評議会

や労使間の対話等)別形態の連帯

を追求できる職場環境を確保するた

めの施策を講じること。 

 

(4)サプライチェーン上の労働者の

結社の自由を向上させた事例を 2

件以上の異なるサプライチェーン上

の文脈で公開していること。 

5.4 
苦情処理メカニ

ズム 

当該企業が、サプライヤーの労働者

や関係者が、自社のサプライチェー

ン上の労働条件について中立の第

三者に苦情申し立てができる公式

な仕組みを保障すること。 

また、サプライチェーン全体でその

仕組みが有効であることを保障する

こと。 

当該企業が、 

 

(1) サプライヤーの労働者や関係者

が、自社のサプライチェーン上の労

働条件について中立の第三者に苦

情申し立てができる公式な仕組みを

保障すること。 

 

(2) この仕組みの存在がサプライヤ

ーの労働者に周知徹底されること。 

 

(3) サプライヤーの労働者がこの制

度を信頼できるよう、制度の立案・運

用に労働者あるいは独立した第三

者が参加することを保障すること。 

 



(4) 苦情申し立ての件数、対応件

数、解決件数、またはこの制度の有

効性評価等、制度の実際の運用に

かかわるデータを開示すること。 

 

(5) 一次サプライヤー以降のサプラ

イチェーン上の労働者、またはサプ

ライチェーン上の主な関係者がこの

制度を利用可能で、実際に利用し

ている証拠を提示すること。 

6.0 モニタリング 

6.1 監査プロセス 

当該企業が、サプライヤーがそれぞ

れにかかわる規制およびサプライチ

ェーン基準を遵守しているかどうか

評価する監査を行なうこと。これには

抜き打ち訪問、関係書類の閲覧、労

働者への聞き取り調査、関連会社

の生産施設や労働者の住宅訪問等

が含まれること。また、一次以降のサ

プライヤーの監査も行なうこと。 

当該企業が、以下のようなサプライ

ヤー監査プロセスを設けていること。 

 

(1) 抜き打ち訪問、  

 

(2) 関係書類の閲覧、 

 

(3) 労働者への聞き取り調査、 

 

(4) 関連会社の生産施設や労働者

の住宅訪問、および 

 

(5) 一次以降のサプライヤーの監

査。 

6.2 
監査情報の 

開示 

当該企業が、自社の監査によって

得られた情報を公開すること。これ

には年間に監査を行なうサプライヤ

ーの割合、抜き打ち監査の割合、聞

き取り調査を行った労働者の数ある

いは割合、監査員の資格に関する

情報、明らかになった違反の詳細を

含む監査結果のまとめが含まれる。 

当該企業が、以下の情報を公開す

ること。 

 

(1) 年間に監査を行なうサプライヤ

ーの割合、 

 

(2) 抜き打ち監査の割合、  

 

(3) 監査に際して聞き取り調査を行

った労働者の数あるいは割合、  

 

(4) 監査員の資格に関する情報、お

よび 

 

(5) 明らかになった違反事項に関す

る詳細等を含む監査結果のまとめ。 



7.0 救済措置 

7.1 
是正のための行

動計画 

当該企業が、適用規制および/また

は自社の基準への違反が見つかっ

たサプライヤーと連携し、状況の改

善とコンプライアンス達成を目標と

する、是正のための行動計画を作

成するプロセスを設けていること。自

社の是正のための行動計画には、

違反の場合に取られる是正措置の

選択肢、改善および/または是正措

置の実行を検証する方法、是正措

置が実行されない場合の対抗措置

等が含まれます。 

当該企業の是正のための行動計画

計画には以下が含まれること 

 

(1)違反の場合に取られる可能性の

ある是正措置として業務停止通知、

警告状、追加研修、方針見直し 

 

(2) 税制措置の実行を検証するため

に、業務記録の見直し、従業員への

聞き取り調査、抜き打ち調査等、改

善および/または是正措置の実行を

検証する方法、 

 

(3) 是正措置が実行されない場合の

対抗措置、および 

 

(4) 実際に行われた是正措置プロセ

スの事例、またはまとめ。 

7.2 

救済プログラム/

申し立てに対す

る対応 

当該企業が、自社のサプライチェー

ン上で人身取引や強制労働が行わ

れた場合に、労働者に救済措置を

講じるプロセスを設けていること。自

社のサプライチェーン上の強制労働

についての申し立てが確認されて

いない場合は、労働者救済プロセス

の一例を公開していること。 

A. 過去 3 年間に自社のサプライチ

ェーン上での強制労働についての

申し立てが確認されない場合は、以

下の情報を開示していること。 

 

(1) 苦情および/または方針や基準

への違反報告への対応プロセス、

および 

 

(2) サプライチェーン上の異なる状

況を対象に、労働者救済プロセスの

一例を 2 件以上。 

過去 3 年間に自社のサプライチェ

ーン上で強制労働についての申し

立てが１件以上確認されている場合

は、申し立てに対する公式の対応、

および救済措置が被害者または被

害者の代理団体にとって満足のいく

ものであるという証拠を含めた、救

済プロセスの成果についての情報

を公開していること。 

B.1. 過去 3 年間に自社のサプライ

チェーン上で強制労働についての

申し立てが１件以上確認されている

場合は、当該企業が以下の情報を

開示していること。 

 

(1) 苦情および/または方針や基準

への違反報告に対応するプロセス、  

 

(2) 申し立ての各項目に対する公式

の対応を含めた公式対応の内容、 

 

(3) 申し立てがあった際に取られた

救済プロセスの成果、および 

 

(4) 救済措置が被害者または被害

者の代理団体にとって満足のいくも



のであるという証拠。 

過去 3 年間に自社のサプライチェ

ーン上で強制労働についての申し

立てが１件以上確認されたものの、

当該企業が申し立てを否認している

場合は、申し立てに対する公式の

対応、申し立てられた影響を防止ま

たは改善するための措置について

の説明を行ない、申し立ての中で影

響を受けたとされている関係者と協

議を行なうこと、またはサプライヤー

にそうすることを求めるていることに

ついて情報を開示します。 

B.2. 過去 3 年間に自社のサプライ

チェーン上で強制労働についての

申し立てが１件以上確認されている

ものの、申し立てを否認している場

合は、当該企業は以下の情報を開

示していること。 

 

(1) 苦情および/またはポリシーや基

準への違反報告に対応するプロセ

ス、  

 

(2) 申し立ての各項目に対する公式

の対応を含めた公式対応の内容、 

 

(3) 申し立てられた影響を防止また

は改善するための措置についての

説明、および 

 

(4) 申し立てで影響を受けたとされ

ている関係者との協議を行なうこと、

またはサプライヤーにそうすることを

求めること。 

 


